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長時間労働解消に向けオンラインで専門家が相談に対応します！ 
～愛知働き方改革推進支援センターがお手伝いします～ 

 

 

働き方改革を進める企業を支援するため、愛知労働局委託事業により、愛知働き方改革推進

支援センターが今年も開所しました。 

時間外労働上限規制の適用猶予が残り 1 年になる中、長時間労働解消に向けてお気軽に

ご相談いただけます。 

 

 

愛知 

 

（添付資料） リーフレット「今年こそ！私たちと一緒に働き方改革を実現しませんか？」 

        

 

令和５年４月２７日（木） 

【照会先】 

雇用環境・均等部 指導課 

課 長  井奥 善久 

課 長 補 佐  武  聡太 

（電 話） ０５２－８５７－０３１２ 

 

Press Release 

 

⚫ 長時間労働の是正 

⚫ 同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善 

⚫ 生産性向上による賃金引上げ 

⚫ 人手不足の解消に向けた雇用管理改善 

といった課題に対応します（すべて無料）。 

 

ご相談後、ご希望により、専門家の企業訪問によるコンサルタントの実施をします。 

 

愛知働き方改革推進支援センターの連絡先 

ＴＥＬ  0120－006－802 

E-mail  aichi@task-work.com   

Ｈ Ｐ  https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/aichi/ 

      

所在地  名古屋市千種区千種通 7-25-1 サンライズ千種 3階 

（受託者: 株式会社タスクール Plus） 
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